
さいたま市生活環境の保全に関する条例の規定に基づく土壌及び地下水の汚染の調査及び対策に関す

る指針 

（平成２０年１１月１９日告示第１１８７号） 

[改正] 平成２４年３月１６日告示第３５２号 

[改正] 平成２６年９月２４日告示第１３５６号 

[改正] 平成２６年１２月１日告示第１６８６号 

[改正] 平成２９年２月２８日告示第２９８号 

[改正] 平成３１年３月２９日告示第５６６号 

[改正] 令和３年３月３０日告示第５３５号

第１ 特定有害物質による土壌又は地下水の汚染の状況等の調査 

 １ 土地の改変時における過去の特定有害物質取扱事業所の設置の状況等の調査 

   さいたま市生活環境の保全に関する条例（以下「条例」という。）第８０条第１項の規定によ  

る土地改変者の調査は、次に掲げる事項について実施するものとする。 

  ⑴ 特定有害物質取扱事業所又は特定有害物質に該当する物質を取り扱っていた事業所の設置の   

状況その他の土地の利用履歴 

    改変予定地の登記簿、過去の状況が分かる地図、航空写真又は過去の土地若しくは建物の所

有者若しくは近隣の居住者からの聞き取り等により、特定有害物質取扱事業所の設置の状況等   

土地の利用状況の履歴について調査すること。 

  ⑵ 特定有害物質又は特定有害物質に該当する物質の取扱いの状況 

    土地の利用の履歴等の調査から、過去に特定有害物質の取扱いが明らかになった場合は、次

の事項について調査すること。 

   ア 特定有害物質等の使用の状況等 

     使用場所、使用目的、使用量（濃度を含む。）、使用方法、使用設備及び使用時期 

   イ 特定有害物質等の保管の状況等 

     保管場所、保管方法、保管量（濃度を含む。）及び保管時期 

   ウ 特定有害物質等の排出の状況等 

     排出経路、処理方法、排出方法（排出ガス、排出水、廃棄物等）及び排出量（濃度を含む。） 

   エ 事故の状況等 

     特定有害物質等に係る事故の内容及び漏えい量等 

 ２ 汚染の状況等の調査 

   条例第７７条第１項、第７９条第１項又は第８０条第２項の規定による土壌又は地下水の汚染  

の状況の調査は、次の事項について、原則として、指定調査機関（土壌汚染対策法（平成１４年

法律第５３号。以下「法」という。）第３条第１項の環境大臣の指定を受けた者をいう。）に実

施させるものとする。 

  ⑴ 特定有害物質等の取扱いの状況（条例第７７条第１項又は第７９条第１項の規定による調査   

の場合に限る。） 

    １の⑵に準拠して、調査すること。 

  ⑵ 特定有害物質による土壌の汚染の状況 



    特定有害物質取扱事業者等の敷地及び土地改変者の改変予定地（以下「対象地」という。）

内の土壌について汚染のおそれがあると判明した場合には、特定有害物質による土壌の汚染の

状況について、次に掲げる方法により調査すること。 

   ア 汚染状況の概況調査 

     次のとおり調査すること。 

(ア) 調査対象物質 

      調査の対象は、⑴又は１の⑵により把握した特定有害物質とする。 

      なお、次の表の左欄に掲げる特定有害物質（以下「親物質」という。）については、当

該特定有害物質が土壌中で分解して生成されるおそれのある同表の右欄に掲げる特定有害

物質（以下「分解生成物」という。）についても調査対象物質とする。 

トリクロロエチレン １，１―ジクロロエチレン、シス―１，２―ジクロ 

ロエチレン、トランス―１，２―ジクロロエチレン及

びクロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモ

ノマー。以下同じ。） 

テトラクロロエチレン トリクロロエチレン、１，１―ジクロロエチレン、シ

ス―１，２―ジクロロエチレン及びクロロエチレン 

四塩化炭素 ジクロロメタン 

１，１―ジクロロエチレン クロロエチレン 

シス―１，２―ジクロロエチ

レン、トランス―１，２―ジ

クロロエチレン 

クロロエチレン 

１，１，１―トリクロロエタン １，１―ジクロロエチレン及びクロロエチレン 

１，１，２―トリクロロエタン １，２―ジクロロエタン、１，１―ジクロロエチレン、

シス―１，２―ジクロロエチレン、トランス―１，２

―ジクロロエチレン及びクロロエチレン 

(イ) 対象地の調査区分 

      対象地の利用状況、現在取り扱っている又は過去に取り扱っていた特定有害物質の製造、

使用、処理又は保管の状況その他の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそ

れを推定するための有効な情報を把握し、当該情報により対象地を調査対象物質ごとに、 

     次に掲げる区分に分類する。 

     ａ ｂ及びｃに該当しない土地（以下「第一調査区分地」という。） 

     ｂ 当該土地が現在又は過去に特定有害物質の取扱事業所において特定有害物質の製造、

使用、処理又は保管に係る事業の用に供されない旨の情報その他の情報から汚染土壌が

存在するおそれが少ないと認められる土地（以下「第二調査区分地」という。） 

     ｃ 当該土地が現在又は過去に特定有害物質の取扱事業所において事業の用に供されない

旨の情報その他の情報から汚染土壌が存在するおそれがないと認められる土地又は（水

質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第 12 条の４の環境省令で定める基準に適合す

る有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設（水質汚濁防止法の一部を改正する

法律（平成 23 年法律第 71 号）の施行の際現に設置されているもの（設置の工事がされ



ているものを含む。）を除く。）において水質汚濁防止法第 14 条第５項の規定

による点検が適切に行われることにより、調査対象物質を含む水が地下へ浸透したおそ

れがないことが確認されている土地（以下「その他の区分地」という。） 

(ウ) 調査方法 

      調査対象物質について、次に掲げる特定有害物質の区分に応じ、それぞれに定めるとこ

ろにより把握する。 

特定有害物

質の区分 

第一種特定有害物質（ト

リクロロエチレン、テト

ラクロロエチレン、ジク

ロロメタン、四塩化炭

素、１，２―ジクロロエ

タン、１，１―ジクロロ

エチレン、シス―１，２

―ジクロロエチレン、ト

ランス―１，２―ジクロ

ロエチレン、１，１，１

―トリクロロエタン、

１，１，２―トリクロロ

エタン、１，３―ジクロ

ロプロペン、ベンゼン及

びクロロエチレンをい

う。以下同じ。） 

第二種特定有害物質（カ

ドミウム及びその化合

物、シアン化合物、鉛及

びその化合物、六価クロ

ム化合物、砒
ひ

素及びその

化合物、水銀及びアルキ

ル水銀その他の水銀化

合物、セレン及びその化

合物、ほう素及びその化

合物並びにふっ素及び

その化合物をいう。以下

同じ。） 

第三種特定有害物質（有

機燐
り ん

化合物（パラチオ

ン、メチルパラチオン、

メチルジメトン及びＥ

ＰＮに限る。）、アルキ

ル水銀化合物、ポリ塩化

ビフェニル、チウラム、

シマジン及びチオベン

カルブをいう。以下同

じ。） 

分析内容 土壌ガス中に含まれる 

特定有害物質の量 

土壌に水を加えた場合

に溶出する特定有害物

質の量（以下「土壌溶出

量」という。）及び土壌

に含まれる特定有害物

質の量（以下「土壌含有

量」という。） 

土壌溶出量 

分析方法 土壌汚染対策法施行規

則（平成１４年環境省令

第２９号。以下「法施行

規則」という。）第６条

第２項第２号に規定す

る環境大臣が定める方

法 

土壌溶出量にあっては法施行規則第６条第３項第

４号に規定する環境大臣が定める方法、土壌含有

量にあっては同条第４項第２号に規定する環境大

臣が定める方法 

単位区画の

設定 

調査は、対象地に区画を設定して行う。区画は、対象地の北端の地点（当

該地点が複数ある場合には、最も東にある地点。以下「起点」という。）を



通り、東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して１０メー

トルの間隔で引いた線により設定する。ただし、区画された対象地（以下

「単位区画」という。）の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回

転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により単位区

画を設定することができる。また、隣接する単位区画の面積の合計が１３

０平方メートルを超えないときは、１つの単位区画とすることができる。

ただし、当該単位区画を当該対象地を区画する線に垂直に投影したときの

長さは２０メートルを超えてはならない。なお、法第２条第２項に規定す

る土壌汚染状況調査その他汚染状況調査と同等程度の制度を保って行う調

査（以下「法の調査等」という。）において対象地を含む区画を設定すると

きは、当該調査において起点とした地点を起点とすることを妨げない。 

３０メート

ル区画の設

定 

対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して３０メ

ートル間隔で引いた線により分割された対象地のそれぞれの部分（以下「３

０メートル区画」という。）を設定する。 

単位区画の

調査区分 

対象地を、第一調査区分地を含む単位区画（以下「第一調査区分区画」と

いう。）、第二調査区分地を含む単位区画（第一調査区分区画を除く。以下

「第二調査区分区画」という。）及びこれら以外の単位区画のいずれかに

分類する。 

調査区画の

選定 

第一調査区分区画及び

３０メートル区画内に

第二調査区分区画が含

まれ、かつ、３０メート

ル区画の中心が対象地

の区域内にある場合に

あっては当該３０メー

トル区画の中心を含む

単位区画、３０メートル

区画内に第二調査区分

区画が含まれ、かつ３０

メートル区画の中心が

対象地の区域内にない

場合にあっては当該３

０メートル区画内にあ

る第二調査区分区画の

うちいずれか１区画を

調査区画として選定す

る。 

第一調査区分区画及び３０メートル区画内にある

第二調査区分区画が６区画以上ある場合にあって

は当該３０メートル区画内にある第二調査区分区

画のうち任意の５区画、３０メートル区画内にあ

る第二調査区分区画が５区画以内である場合にあ

っては当該３０メートル区画内にあるすべての第

二調査区分区画を調査区画として選定する。 

試料採取地 調査区画の中心の地点（第一調査区分区画において汚染土壌が存在するお



点 それが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任

意の地点。以下「試料採取地点」という。）とする。ただし、試料採取地点

の傾斜が著しいことその他の理由により試料を採取することが困難である

と認められる場合には、当該採取地点を含む単位区画の任意の地点を試料

採取地点とすることができる。 

試料採取方

法 

試料採取地点の土壌に

直径１５ミリメートル

から３０ミリメートル

程度まで、深さ０．８メ

ートルから１メートル

までの穴を開け、土壌ガ

スを吸引して採取した

ものを試料とする。な

お、土壌ガスの採取が困

難と認められる場合に

は地下水を採取する。 

試料採取地点の表層土壌（地表から深さ５センチ

メートルまでの土壌をいう。以下同じ。）と深さ

５センチメートルから５０センチメートルまでの

土壌を採取し、これらの土壌を同じ重量混合する。

ただし、特定有害物質の取扱事業所において事業

の用に供されていた地盤面に盛土が行われている

場合、特定有害物質を含む排水の配管が地中にあ

る場合及びその他汚染のおそれが生じた場所の位

置が地中にある場合にあっては、当該位置から深

さ５０センチメートルまでの土壌を採取する。な

お、３０メートル区画内の２以上の第二調査区分

区画を調査する場合については、当該２以上の第

二調査区分区画ごとに当該方法により混合された

土壌を同じ重量混合する。 

第二調査区

分区画にお

ける調査の

追加 

３０メートル区画内の

調査において採取され

た土壌ガスから調査対

象物質が検出された場

合又は採取された地下

水が別表１に掲げる地

下水基準を超えた場合

は、当該３０メートル区

画内にある単位区画（単

位区画の全ての区域が

その他の区分地である

場合を除く。）であって、

調査区画でないものに

ついても調査を行う。 

３０メートル区画内の第二調査区分区画において

採取された試料に含まれる調査対象物質がさいた

ま市生活環境の保全に関する条例施行規則（平成

２０年さいたま市規則第１０４号）別表第１８及

び別表第１９に規定する土壌汚染基準を超えた場

合には、当該３０メートル区画内の全ての第二調

査区分区画についても調査を行う。 

既設の井戸

の調査 

対象地内に既設の井戸が存在する場合には、調査対象物質に係る地下水の

水質の状況を把握する。ただし、土壌ガスから調査対象物質が検出されず、

及び土壌溶出量が土壌汚染基準を超えていなかったときは、この限りでな

い。 

   イ 汚染状況の詳細調査 

(ア) 汚染状況の概況調査の結果、次に掲げる単位区画が判明したとき又は過去に特定有害物



質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、若しくは地下に浸透させたこと

が明らかな場所があるときは、汚染土壌の存在範囲についての詳細な調査を実施すること。 

     ａ 土壌ガスから特定有害物質が検出された単位区画 

     ｂ 地下水中の特定有害物質の濃度が地下水基準を超える単位区画 

     ｃ 土壌溶出量又は土壌含有量が土壌汚染基準を超える単位区画 

(イ ) 詳細調査の調査対象物質及び調査種類 

調査対象物質及び調査種類は次のとおりとする。 

ａ 概況調査における土壌ガス調査において検出された特定有害物質及び地下水中の特定

有害物質濃度が地下水基準を超えた特定有害物質については、土壌溶出量調査 

ｂ ａの特定有害物質が１の⑵又は２の⑴により把握した特定有害物質である場合、当該

特定有害物質の分解生成物については、土壌溶出量調査

ｃ ａの特定有害物質が１の⑵又は２の⑴により把握した特定有害物質でない場合であ

り、かつ、ａの特定有害物質の親物質のいずれかが１の⑵又は２の⑴により把握した特定

有害物質である場合、当該親物質とその分解生成物については、土壌溶出量調査 

ｄ 概況調査において土壌溶出量基準を超えた特定有害物質については、土壌溶出量調査 

ｅ 概況調査において土壌含有量基準を超えた特定有害物質については、土壌含有量調査 

(ウ) 調査方法 

      詳細調査は、ボーリングによる調査とし、次に掲げる方法により実施する。 

分析内容等 １ 深度別の土壌溶出量（第二種特定有害物質については、土壌含有

量を含む。） 

２ 深度別の地層の状況 

調査地点 汚染土壌の存在場所又は存在の可能性が高いと判断された場所及びそ

の周辺を対象に、汚染処理の区域又は汚染の拡散防止の区域の設定が適

切にできるよう、対象地の面積及び汚染状況の概況調査の結果を考慮

し、単位区画ごとに設定することを原則とする。 

調査深度 不透水層の位置を確認し、原則として、その上端まで（不透水層の上端

の位置が１０メートルより深い場合には１０メートルまで、第二種特定

有害物質及び第三種特定有害物質については、連続した２メートル以上

の範囲において土壌汚染基準に適合することが確認された場合にはそ

の深さまで）とする。ただし、汚染の程度又は不透水層の状況により必

要なときは、より深い層までとする。 

試料採取方法 表層土壌、深さ５センチメートルから５０センチメートルまでの土壌、

深さ１メートル以上の深度について１メートルごとの土壌及び不透水

層の上端の土壌を採取する。ただし、外観等から見て、汚染のおそれが

ある層については、採取間隔を狭めて採取する。なお、法の調査等にお

いて試料採取方法を設定するときは、当該調査における試料採取方法に

よることを妨げない。 

  ⑶ 特定有害物質による地下水の汚染の状況 

    対象地内の土壌について汚染のおそれがあると判明した場合には、特定有害物質による地下   



水の汚染の状況について、次に掲げる方法により調査すること。ただし、汚染状況の概況調査

及び詳細調査において、土壌溶出量が土壌汚染基準を超えていなかったときは、この限りでな

い。 

   ア 概況調査 

     対象地内に井戸がある場合には、特定有害物質による地下水の汚染の状況について調査す    

ること。 

   イ 詳細調査 

     ⑵のイによる土壌に係る汚染の状況の詳細調査に合わせて、地下水の汚染の状況（必要に    

応じて帯水層ごととする。）及び地下水位の状況について調査すること。 

     なお、地下水のサンプリングに際しては、土壌等の混入、特定有害物質の揮発等に注意し

て実施すること。 

     また、調査に際しては、地形図、地質図、柱状図等から不透水層、帯水層の状況等を把握

して実施すること。 

     親物質について土壌溶出量基準を超えた場合は、当該親物質の分解生成物についても調査

対象物質とする。 

  ⑷ 今後の土地の利用計画（条例第７９条第１項又は第８０条第２項の規定による調査の場合に

限る。） 

    今後の土地の利用形態、建築物等の配置及び土地の改変の内容について整理すること。 

第２ 土壌の汚染処理計画又は汚染拡散防止計画の策定 

   条例第７８条第１項、第７９条第２項又は第８０条第３項の汚染処理計画又は汚染拡散防止計

画は、次に掲げる事項について、それぞれ定める方法により、策定し、実施するものとする。 

 １ 土壌の汚染の状況 

   特定有害物質ごとの土壌の汚染の状況の調査結果を整理すること。 

 ２ 汚染の処理又は拡散の防止の措置を行う区域 

   １で整理した結果に基づき、次に掲げるところにより定めた範囲を平面別、深度別に処理区域

として設定すること。 

  ア 地下水汚染が無い場合は、各調査地点の汚染土壌の有無に基づき、汚染土壌の存在する範囲

を定める。 

  イ 地下水汚染がある場合は、各調査地点間の地下水中の特定有害物質の濃度の関係から、汚染

土壌の存在する範囲を定める。 

 ３ 汚染の処理又は拡散の防止の方法 

   ⑴に定めるところにより汚染の処理又は拡散の防止の方法を選定し、当該方法に対応する⑵に  

掲げる方法の内容に従って実施する。 

  ⑴ 汚染の処理又は拡散の防止の方法の選定 

   ア 土壌溶出量が土壌汚染基準を超える土壌 

(ア) 第一種特定有害物質の土壌溶出量が土壌汚染基準を超える汚染土壌 

      土壌汚染の除去、原位置封じ込め又は遮水工封じ込めのいずれかを選定する。 

(イ) 第二種特定有害物質が別表２に掲げる第二溶出量基準を超える汚染土壌 

      土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め又は遮断工封じ込めのいずれかを選



定する。 

(ウ) 第二種特定有害物質が第二溶出量基準以下の汚染土壌 

      土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、原位置不溶化、不溶化埋め戻し又

は遮断工封じ込めのいずれかを選定する。ただし、原位置不溶化又は不溶化埋め戻しにつ

いては、土地の所有者等が当該方法を求めたときに限る。 

(エ) 第三種特定有害物質が第二溶出量基準を超える汚染土壌 

      土壌汚染の除去又は遮断工封じ込めのいずれかを選定する。 

(オ) 第三種特定有害物質が第二溶出量基準以下の汚染土壌 

      土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め又は遮断工封じ込めのいずれかを選

定する。 

   イ 土壌含有量が土壌汚染基準を超える土壌 

     土壌汚染の除去、土壌入換え、盛土又は舗装のうちいずれかを選定する。ただし、舗装に  

ついては、土地の所有者等が当該方法を求めたときに限る。 

  ⑵ 汚染の処理又は拡散の防止の方法の内容 

   ア 土壌汚染の除去 

(ア) 汚染土壌の掘削による除去 

      汚染土壌を掘削し、掘削された場所を汚染土壌以外の土壌（汚染土壌を特定有害物質

が水に溶出しないように性状を変更して汚染土壌以外の土壌となったものを除く。）によ

り埋めること。ただし、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土

壌を埋める必要がない場合は、この限りでない。 

(イ) 原位置での浄化による除去 

      土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出し、又は分解する方法その他の

汚染土壌を掘削せずに行う方法により、汚染土壌から特定有害物質を除去すること。 

   イ 原位置封じ込め 

(ア) 第二溶出量基準を超える汚染状態にある土地にあっては、汚染土壌を特定有害物質が水

に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物

質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準以下となるような汚染状

態にある土地にすること。 

(イ) 汚染土壌のある範囲の側面を囲み、汚染土壌の下にある不透水層（厚さが５メートル以

上であり、かつ、透水係数が毎秒１００ナノメートル（岩盤にあっては、ルジオン値が１）

以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。）であって、最も

浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置するこ

と。 

(ウ) (イ)の構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さ１０センチメートル以上のコンクリート    

又は厚さ３センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。 

(エ) (ウ)により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

(オ) (ウ)により設けられた覆いをコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと

認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ(ウ)により設けられた覆いの

表面を汚染土壌以外の土壌により覆うこと。 



   ウ 遮水工封じ込め 

(ア) 汚染土壌を掘削し、掘削された汚染土壌のうち第二溶出量基準を超える汚染状態にある

ものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気

体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出し、又は分解する方法その他の方法により、

第二溶出量基準以下の汚染状態にある土壌とすること。 

(イ) 対象地内において不織布その他のものの表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又

はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設置し、その内部に(ア)により掘

削された汚染土壌を埋め戻すこと。 

(ウ) (イ)により埋め戻された場所を、厚さ１０センチメートル以上のコンクリート又は厚さ３

センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。 

(エ) (ウ)により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

(オ) (ウ)により設けられたコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認めら

れる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ(ウ)により設けられた覆いの表面を

汚染土壌以外の土壌により覆うこと。 

   エ 原位置不溶化 

(ア) 汚染土壌を、薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状    

を変更して、土壌汚染基準以下の汚染状態にある土地とすること。 

(イ) (ア)により性状の変更を行った範囲について、対象地外への汚染土壌又は特定有害物質の

飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講じること。 

   オ 不溶化埋め戻し 

(ア) 汚染土壌を掘削し、掘削された汚染土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質

が水に溶出しないように性状を変更して、土壌汚染基準以下の汚染状態にある土壌とする

こと。 

(イ) (ア)により性状の変更を行った範囲について、対象地外への汚染土壌又は特定有害物質の

飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講じること。 

   カ 遮断工封じ込め 

(ア) 汚染土壌を掘削すること。 

(イ) 対象地内において汚染土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を

設けること。 

     ａ 一軸圧縮強度が１平方ミリメートルにつき２５ニュートン以上で、水密性を有する鉄

筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが３５センチメートル以上であること又はこ

れと同等以上の遮断の効力を有すること。 

     ｂ 埋め戻す汚染土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十

分に覆われていること。 

     ｃ 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。 

(ウ)  (イ)により設けられた仕切設備の内部に、(ア)により掘削した汚染土壌を埋め戻すこと。 

(エ)  (ウ)により埋め戻しを行った後、開口部を(イ)のａからｃまでの要件を備えた覆いにより

閉鎖すること。 

(オ) (エ)により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 



(カ) (エ)により設けられた覆いをコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと

認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ(エ)により設けられた覆いの

表面を汚染土壌以外の土壌により覆うこと。 

   キ 土壌入換え 

(ア) 対象地外土壌入換え 

     ａ 地表面を５０センチメートル高くすることにより、当該建築物に居住する者の日常の

生活に著しい支障を生じさせないよう、必要な範囲内で、土壌を掘削すること。 

     ｂ 対象地の土地（地表から深さ５０センチメートルまでのうち汚染土壌がないことが確

認された範囲を除く。以下同じ。）を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次

に、厚さ５０センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌（当該土地の傾斜が著しいこと

その他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタルそ

の他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの（以下「モルタル

等」という。））により覆うこと。 

     ｃ ｂにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

(イ) 対象地内土壌入換え 

     ａ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他

の方法により把握すること。 

     ｂ ａにより把握された汚染土壌のある範囲において、ａにより把握された汚染土壌及び

地表から当該汚染土壌のある深さより５０センチメートル以上深い深さまでの汚染土

壌以外の土壌を掘削すること。 

     ｃ ｂにより掘削を行った場所にｂにより掘削された汚染土壌を埋め戻すこと。 

     ｄ ｃにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次

に、ｂにより掘削された汚染土壌以外の土壌により覆うこと。 

     ｅ ｄにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

   ク 盛土 

(ア) 対象地のうち汚染土壌のある範囲を、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さ

が５０センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌（当該土地の傾斜が著しいことその他の

理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等）により覆

うこと。 

(イ) (ア)により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

   ケ 舗装 

(ア) 対象地のうち汚染土壌のある範囲を、厚さが１０センチメートル以上のコンクリート若

しくは厚さが３センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断

の効力を有するもの（当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いること

が困難であると認められる場合には、モルタル等）により覆うこと。 

(イ)  (ア)により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講じること。 

 ４ 汚染の処理又は拡散の防止の措置の開始・終了予定時期 

   汚染の処理又は拡散の防止の措置の開始及び終了の予定時期を明らかにすること。 

 ５ 汚染の処理又は拡散の防止の期間中の環境保全対策 



   汚染対策の実施期間中、周辺環境に支障を及ぼすことがないよう、必要に応じて、次に掲げる  

方法により環境保全上の対策を講ずること。 

  ⑴ 発生ガス及び排出ガス対策並びに排出水対策のための処理施設の設置等 

  ⑵ 汚染した土壌の飛散又は流出の防止のための設備の設置等 

  ⑶ 地下水の揚水等による地盤の沈下の監視 

  ⑷ 騒音、振動、悪臭等を防止するための環境保全上の対策 

  ⑸ 汚染土壌の運搬に当たっての飛散又は漏えいの防止措置等 

  ⑹ 対象地の周囲の外部から見やすい場所に、汚染の状況並びに汚染処理の区域、方法、開始及

び終了の時期、汚染処理又は拡散防止の期間中の環境保全対策の内容その他の汚染処理又は拡

散防止の計画の内容の概要及び問い合わせ窓口等についての掲示 

 ６ 汚染土壌の搬出及び搬出先での処理の方法 

    汚染土壌を対象地外へ搬出する場合には、次に掲げる事項について、それぞれ定める方法によ

り、搬出及び搬出先での処理を実施する。 

    ⑴ 汚染土壌の搬出 

      汚染土壌の搬出は、次に掲げるところによる。 

      ア 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透を防

止するために必要な措置を講ずること。 

イ 運搬に伴う悪臭、騒音又は振動等によって生活環境の保全上支障が生じないように必要

な措置を講ずること。 

   ⑵ 汚染土壌の搬出先での処理 

     汚染土壌の搬出先での処理は、次に掲げるところによる。 

    ア 汚染土壌を処理する施設の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(ア) 法第２２条第１項の許可を受けた汚染土壌処理施設 

(イ) セメント製造施設 

       汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設 

(ウ) 埋立処理施設 

       汚染土壌の埋立を行うための施設 

    イ 汚染土壌を処理する施設への搬出は、次に掲げるところによる。 

(ア) 当該施設の処理能力を超える汚染土壌又は当該施設において処理することができな

い汚染土壌を搬出しないこと。 

(イ) アの(ア)に掲げる施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質

以外の土壌溶出量の基準を超える特定有害物質を含む汚染土壌を搬出しないこと。 

(ウ) アの(ウ)に掲げる施設にあっては、第二溶出量基準を超える汚染土壌（海洋汚染等及び

海上災害の防止に関する法律（昭和４５年法律第１３６号）第１０条第２項第４号に規

定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底

土砂とみなして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規

定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省

令（昭和４８年総理府令第６号）第４条の環境大臣が定める方法により測定した結果、

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和４６年政令第２０１号）第５



条第２項第４号及び第５号の環境省令で定める基準（特定有害物質に係るものに限る。）

を超える場合における当該汚染土壌）を搬出しないこと。 

    ⑶ 管理票の交付等 

      汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと

同時に当該汚染土壌の運搬を受託したもの（当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものであ

る場合にあっては、その処理を受託した者）に対し、次に定めるところにより管理票を交付

すること。また、当該汚染土壌の運搬を受託したもの又は処理を受託したものから管理票の

写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確

認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から５年間保存すること。 

    ア 管理票の交付 

      管理票は、次に定めるところにより交付する。 

(ア) 運搬の用に供する自動車等ごとに交付すること。ただし、当該汚染土壌の運搬先が２

以上である場合には、運搬先ごとに交付する。 

(イ) 交付した管理票の控えを、運搬受託者（処理受託者がある場合にあっては、当該処理

受託者）から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。 

    イ 管理票の記載事項 

      管理票に記載する事項は、次のとおりとする。 

(ア) 当該委託に係る土壌汚染の特定有害物質による汚染状態 

(イ) 当該委託に係る汚染土壌の体積 

(ウ) 当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称 

(エ) 管理票の交付年月日及び交付番号 

(オ) 氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(カ) 対象地の所在地 

(キ) 法人にあっては、管理票の交付を担当した者の氏名 

(ク) 運搬受託者の住所及び連絡先 

(ケ) 運搬の際、積替え等を行う場合には、当該積替えを行う場所の名称及び所在地 

(コ) 保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先 

(サ) 処理受託者の住所及び連絡先 

(シ) 当該委託に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌を処理する施設の名称及び所在地 

(ス) 当該委託に係る汚染土壌の荷姿 

第３ 汚染の処理又は拡散の防止の措置の完了 

   汚染の処理又は拡散の防止の措置が完了したときは、次に掲げる調査等により、汚染の処理又  

は拡散の防止の措置が確実に講じられたことを確認するものとする。ただし、対象地の地下水中

の特定有害物質濃度が地下水基準を超過し、かつ、対象地周辺に法施行規則第３０条各号に掲げ

るいずれかの地点がある場合は、⑴のアの方法をとるときにあっては法施行規則別表第８の５の

項１ホ本文、⑴のイの方法をとるときにあっては同項２ニ、⑵の方法をとるときにあっては同表

２の項リ及びヌ、⑶の方法をとるときにあっては同表３の項リ及びヌ、⑷の方法をとるときにあ

っては同表７の項１ヘ、⑸の方法をとるときにあっては同項２の項ヘ、⑹の方法をとるときにあ

っては同表６の項リ及びヌに掲げる確認の方法について行うものとする。 



また、計画に沿って実施した措置が、適正に記録し、保存されていることを確認するものとす

る。 

  ⑴ 土壌汚染の除去 

   ア 汚染土壌の掘削による除去 

(ア) 汚染土壌を対象地の外部に搬出する場合 

      掘削により除去を行った後の地盤面について、原則として、１００平方メートルにつき

１地点の割合での土壌の確認の調査及び汚染土壌の対象地の外部に搬出した場合に搬出し

たすべての汚染土壌について汚染土壌の適正な処分等が行われていることの確認の調査 

(イ) 汚染土壌を土壌汚染基準に適合するようにして埋め戻す場合 

      原則として、掘削により除去を行った後の地盤面について１００平方メートルにつき１

地点の割合での土壌の確認の調査及び掘削により除去を行った汚染土壌について１００立

方メートルごとに５点から採取した埋め戻し前の土壌を同じ重量混合し、土壌中の土壌溶

出量及び土壌含有量が土壌汚染基準以下であることの確認の調査 

   イ 原位置での浄化による除去 

     原則として、１００平方メートルにつき１地点の割合で、深さ１メートルから１メートル    

ごとにボーリング調査を行い、各位置の土壌溶出量又は土壌含有量が土壌汚染基準以下であ    

ることの確認の調査 

  ⑵ 原位置封じ込め 

    封じ込めを行う構造物が第２の３の⑵のイの(イ)から(オ)までに従って施工されていることの

確認の調査（必要に応じ、封じ込めを行った区域の周辺の表層土壌の調査も行う。） 

  ⑶ 遮水工封じ込め 

    掘削により除去を行った後の地盤面について、原則として、１００平方メートルにつき１地

点の割合での土壌の確認の調査及び封じ込めを行う構造物が第２の３の⑵のウの(イ)から(オ)ま

でに従って施工されていることの確認の調査（必要に応じ、封じ込めを行った区域の周辺の表

層土壌の調査も行う。） 

  ⑷ 原位置不溶化 

    原則として、１００平方メートルにつき１地点の割合で、深さ１メートルから１メートルご   

とにボーリング調査を行い、各位置の土壌溶出量が土壌汚染基準以下であることの確認の調査   

及び汚染土壌の性状の変化を行った範囲について第２の３の⑵のエの(イ)に従って施工されて

いることの確認の調査 

  ⑸ 不溶化埋め戻し 

    原則として、性状の変化を行った土壌について、１００立方メートルごとに５点から採取し   

た埋め戻し前の土壌を同じ重量混合し、土壌中の土壌溶出量が土壌汚染基準以下であることの   

確認の調査及び汚染土壌の性状の変化を行った後に当該土壌を埋め戻された場所について第２   

の３の⑵のオの(イ)に従って施工されていることの確認 

  ⑹ 遮断工封じ込め 

    掘削により除去を行った後の地盤面について、原則として、１００平方メートルにつき１地   

点の割合での土壌の確認の調査及び封じ込めを行う構造物が第２の３⑵カ(イ)から(カ)までに従

って施工されていることの確認の調査（必要に応じ、封じ込めを行った区域の周辺の表層土壌



の調査も行う。） 

  ⑺ 土壌入換え 

   ア 対象地外土壌入換え 

     土壌入換えが第２の３の⑵のキの(ア)のａからｃまでに従って施工されていることの確認

の調査及び搬出した全ての汚染土壌について汚染土壌の適正な処分等が行われていること

の確認の調査 

   イ 対象地内土壌入換え 

     土壌入換えが第２の３の⑵のキの(イ)のａからｄまでに従って施工されていることの確認

の調査 

  ⑻ 盛土 

    盛土が第２の３の⑵のクの(ア)及び(イ)に従って施工されていることの確認の調査 

  ⑼ 舗装 

    舗装が第２の３の⑵のケの(ア)及び(イ)に従って施工されていることの確認の調査 

第４ 要措置区域等に係る特例 

   条例第７９条第１項又は第８０条第２項の調査結果により確認された当該土壌汚染に係る土壌

汚染基準を超えた特定有害物質が存在する区域において、当該特定有害物質のすべてについて、

要措置区域（法第６条第１項の指定に係る区域をいう。）又は形質変更時要届出区域（法第１１

条第１項の指定に係る区域をいう。）の指定を受けたときは、それぞれ条例第７９条第２項並び

に第８０条第３項の汚染拡散防止計画の提出及び条例第７９条第４項並びに第８０条第５項の汚

染の拡散の防止の措置の完了の報告を要さないものとする。 

   附 則 

 この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この告示は、平成２６年９月２４日から施行する。 

 附 則 

 この告示は、平成２６年１２月１日から施行する。 

 附 則 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



別表１ 地下水基準 

特定有害物質の種類 基準値 

１ カドミウム及びその化合物 １リットルにつきカドミウム０．００３ミリグラム

２ シアン化合物 検出されないこと 

３ 有機燐
りん

化合物（パラチオン、メチルパラ 

 チオン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る。）

検出されないこと 

４ 鉛及びその化合物 １リットルにつき鉛０．０１ミリグラム 

５ 六価クロム化合物 １リットルにつき六価クロム０．０５ミリグラム

６ 砒
ひ

素及びその化合物 １リットルにつき砒
ひ

素０．０１ミリグラム 

７ 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 １リットルにつき水銀０．０００５ミリグラム 

８ アルキル水銀化合物 検出されないこと 

９ ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 

１０ トリクロロエチレン １リットルにつき０．０１ミリグラム 

１１ テトラクロロエチレン １リットルにつき０．０１ミリグラム 

１２ ジクロロメタン １リットルにつき０．０２ミリグラム 

１３ 四塩化炭素 １リットルにつき０．００２ミリグラム 

１４ １，２―ジクロロエタン １リットルにつき０．００４リグラム 

１５ １，１―ジクロロエチレン １リットルにつき０．１ミリグラム 

１６ シス―１，２―ジクロロエチレン若しく

はトランス―１，２―ジクロロエチレン又は

これらを合わせたもの 

１リットルにつきシス―１，２―ジクロロエチレ

ン及びトランス―１，２―ジクロロエチレン量の

合計０．０４ミリグラム 

１７ １，１，１―トリクロロエタン １リットルにつき１ミリグラム 

１８ １，１，２―トリクロロエタン １リットルにつき０．００６リグラム 

１９ １，３―ジクロロプロペン １リットルにつき０．００２ミリグラム 

２０ チウラム １リットルにつき０．００６リグラム 

２１ シマジン １リットルにつき０．００３ミリグラム 

２２ チオベンカルブ １リットルにつき０．０２ミリグラム 

２３ ベンゼン １リットルにつき０．０１ミリグラム 

２４ セレン及びその化合物 １リットルにつきセレン０．０１ミリグラム 

２５ ほう素及びその化合物 １リットルにつきほう素１ミリグラム 

２６ ふっ素及びその化合物 １リットルにつきふっ素０．８ミリグラム 

２７ クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩

化ビニルモノマー） 

１リットルにつき０．００２ミリグラム 

 備考 

  １ 基準値は、法施行規則第６条第２項第２号に規定する環境大臣が定める方法により測定し 

   た場合における測定値によるものとする。 

  ２ 「検出されないこと」とは、１に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該 

   方法の定量限界を下回ることをいう。 



別表２ 第二溶出量基準 

特定有害物質の種類 基準値 

１ カドミウム及びその化合物 検液１リットルにつきカドミウム０．０９ミリグラム

２ シアン化合物 検液１リットルにつきシアン１ミリグラム 

３ 有機燐
りん

化合物（パラチオン、メチルパラチ

 オン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る。）

検液１リットルにつき１ミリグラム 

４ 鉛及びその化合物 検液１リットルにつき鉛０．３ミリグラム 

５ 六価クロム化合物 検液１リットルにつき六価クロム１．５ミリグラム 

６ 砒
ひ

素及びその化合物 検液１リットルにつき砒
ひ

素０．３ミリグラム 

７ 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 検液１リットルにつき水銀０．００５ミリグラム 

８ アルキル水銀化合物 検液中に検出されないこと 

９ ポリ塩化ビフェニル 検液１リットルにつき０．００３ミリグラム 

１０ トリクロロエチレン 検液１リットルにつき０．１ミリグラム 

１１ テトラクロロエチレン 検液１リットルにつき０．１ミリグラム 

１２ ジクロロメタン 検液１リットルにつき０．２ミリグラム 

１３ 四塩化炭素 検液１リットルにつき０．０２ミリグラム 

１４ １，２―ジクロロエタン 検液１リットルにつき０．０４リグラム 

１５ １，１―ジクロロエチレン 検液１リットルにつき１ミリグラム 

１６ シス―１，２―ジクロロエチレン若しくは

トランス―１，２―ジクロロエチレン又はこれ

らを合わせたもの 

１リットルにつきシス―１，２―ジクロロエチレン及び

トランス―１，２―ジクロロエチレン量の合計０．０４

ミリグラム 

１７ １，１，１―トリクロロエタン 検液１リットルにつき３ミリグラム 

１８ １，１，２―トリクロロエタン 検液１リットルにつき０．０６リグラム 

１９ １，３―ジクロロプロペン 検液１リットルにつき０．０２ミリグラム 

２０ チウラム 検液１リットルにつき０．０６リグラム 

２１ シマジン 検液１リットルにつき０．０３ミリグラム 

２２ チオベンカルブ 検液１リットルにつき０．２ミリグラム 

２３ ベンゼン 検液１リットルにつき０．１ミリグラム 

２４ セレン及びその化合物 検液１リットルにつきセレン０．３ミリグラム 

２５ ほう素及びその化合物 検液１リットルにつきほう素３０ミリグラム 

２６ ふっ素及びその化合物 検液１リットルにつきふっ素２４ミリグラム 

２７ クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩

化ビニルモノマー）
検液１リットルにつき０．０２ミリグラム 

 備考 

  １ 基準値は、法施行規則第６条第３項第４号に規定する環境大臣が定める方法により測定し 

   た場合における測定値によるものとする。 

  ２ 「検出されないこと」とは、１に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当 

   該方法の定量限界を下回ることをいう。 


